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司法修習生の兼業許可に関する資料

’

注1第67期司法修習生から運用を緩和することとした兼業許可に係る数値である。

注2数値は延べ人数であり， 1人で複数の申請等した場合には,複数カウントされている。

、

採用年度（修習期） 申請者数

4 ■

許可 不許可 取下げ

平成25年度（第67期） 272 254 4
1

14

平成26年度（第68期） 304 288 3 13

平成27年度（第69期） 326 315 5 6

平成28年度（第70期） 359 352 1 6

平成29年度（第71期）
､

262 256 1 5

平成30年度（第72期） 292 285 1 6

令和元年度（第73期) 262 254 0 8


